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町田市民病院使用条例の一部を改正する条例 

町田市民病院使用条例（昭和３９年３月町田市条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第３項中「第３項」を「同条第３項」に、「１００分の１０５を乗じて得た

額」を「同法第２９条の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第７２条の８３の税率を乗じて得た額を加算した額」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の町田市民病院使用条例の規定は、この条例の施行の日以

後の利用に係る使用料及び同日以後の交付に係る手数料について適用し、同日前の

利用に係る使用料及び同日前の交付に係る手数料については、なお従前の例によ

る。 

 



＿部分は改正部分 

町田市民病院使用条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（使用料及び手数料の徴収方法） （使用料及び手数料の徴収方法） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の場合において、第２条第２項に定

める使用料並びに同条第３項及び第４項に

定める手数料は、その合計額（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）第６条第１項の規

定により消費税を課されないこととなるも

のを除く。）に同法第２９条の税率を乗じて

得た額及びその額に地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第７２条の８３の税率を乗じ

て得た額を加算した額（その額に１０円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とする。 

３ 第１項の場合において、第２条第２項に定

める使用料並びに第３項及び第４項に定め

る手数料は、その合計額（消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）第６条第１項の規定に

より消費税を課されないこととなるものを

除く。）に１００分の１０５を乗じて得た額

（その額に１０円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）とする。 

４ 略 ４ 略 
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